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神埼市公告第２号 

令和７年度 神埼市任期付職員（一般行政職）の採用試験公告 

 
 神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２１年条例第

１７号）及び神埼市職員の任用に関する規則（平成１８年規則第２５号）に基づき、

任期付職員の採用を行います。 
 なお、選考方法は書類選考及び面接等とします。 
 
     令和８年１月２６日 

 
神埼市長  實松 尊徳 

 
 
 
１ 採用の区分、採用予定人員及び職務内容 
   任期付職員 一般行政職 若干名 

任用期間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間） 
職務内容 下記に係る職務を主とする一般行政事務全般 

・神埼市の観光資源の開発、企画、宣伝及び紹介に関すること 
・活力ある地域づくりの支援に関すること 

 

 

２ 受験資格 
   ・行政機関（地域おこし協力隊を含む。）、民間企業等（NPO を含む。）におい

て、観光や地域づくりに関する職務（実務）経験が令和８年３月末日時点で

通算して５年以上ある人 
・普通自動車第一種運転免許取得者 

 
ただし、次の各号に該当する者は受験できません。 
（１）日本の国籍を有しない者 
（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受ける 

ことがなくなるまでの者 
（３）神埼市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

ない者 
（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府 

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに 
加入した者 
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３ 選考の日時、会場、方法及び合格者発表 
  （１）選考実施 
     ア 日時  令和８年２月下旬（応募者に通知します） 
     イ 会場  神埼市神埼町鶴３５４２番地１ 

神埼市役所 本庁 会議室 
     ウ 方法  書類選考及び面接等 

（２）合格者発表 
令和８年３月上旬（予定）に、合格者を本市役所掲示板に掲示するほか、

本人に通知します。 
（３）その他 

     受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査します。 
 
 
４ 合格から採用まで 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。名簿の有効期間は、令和８年

４月１日から令和９年３月３１日までとします。 
 
 
５ 給与 

給料は、「神埼市職員の給与に関する条例」に基づき、初任給２０２，３００円

を基礎に経験年数等を考慮のうえ決定します。 
なお、給料のほか、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当がそ

れぞれの支給要件に応じて支給されます。 
※給与については、条例改正により変わる場合があります。 

 
 
６ 受験手続及び受付期間 

（１）受験申込書類 
   【提出書類】  

①令和 7 年度神埼市任期付職員（一般行政職（観））採用試験受験申込書

（職務経歴書含む）（様式 1） 1 部 

②自己ＰＲシート(様式 2） 1 部 

（２）申込書及び試験公告 
①ホームページからのダウンロード 

神埼市ホームページから、令和７年度神埼市任期付職員採用試験公告及

び提出書類（様式 1）（様式 2）をダウンロードできます。 

神埼市ホームページ（https://www.city.kanzaki.saga.jp）⇒「（右上メ

ニュー）市政・計画」⇒「人事・職員」⇒「令和 7 年度神埼市任期付職員

（一般行政職）採用試験のお知らせ」  

https://www.city.kanzaki.saga.jp
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②直接請求する方法 

神埼市役所総務企画部総務課人事・研修係（本庁 3 階）で配布します。 

配布時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日曜、祝日を除く） 

（３）受付期間 

令和 8 年 1 月 28 日（水）から令和 8 年 2 月 13 日（金）まで 

（４）申込方法 

   次のいずれかの方法で提出してください。 

①持参の場合 

  神埼市役所総務企画部総務課人事・研修係（本庁 3 階）に提出してくだ

さい。 

受付時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日曜、祝日を除く） 

②郵送の場合 

 締切日までに提出先に到着したもののみ受け付けます。 

※電子メールでの申し込みは受け付けられません。 

 

 

７ 書類提出・問い合わせ先 
    〒842－8601 

        神埼市神埼町鶴 3542 番地 1     

神埼市役所 総務企画部 総務課人事・研修係（本庁 3 階） 

    ℡ 0952－37－0100(直通)  

     

 


